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令 和 ６ 年 第 ７ 回 定 例 教 育 委 員 会 日 程  

 

日  時   令和６年７月２５日（木） 午後２時から  

 

場  所      教 育 委 員 会 大 会 議 室  

 

日程第１   会 議 録 署 名 委 員 の 指 名  

         蒲田  知子  

 

日程第２   議  案  

 

議案第１号 我孫子市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定

について                        （文化・スポーツ課）  

 

   議案第２号 我孫子市鳥の博物館条例施行規則の一部を改正する規則  

の制定について             （鳥の博物館） 

 

   議案第３号 我孫子市白樺文学館の設置及び管理に関する条例施行規  

         則の一部を改正する規則の制定について  

（文化・スポーツ課） 

               

日程第３   諸  報  告  
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議案第１号 

 

 

 

我孫子市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 

我孫子市附属機関設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

 

 

 

令和６年７月２５日提出  

 

 

 

 

                   我孫子市教育委員会     

 

  ○○○○              教育長 丸  智 彦  

 

 

 

 

 

 

提案理由  

教育委員会の附属機関として我孫子市五本松運動広場整備事業者選定委員会

を設置するとともに、報酬を規定するため提案するものです。  

 



 

２ 
 

我孫子市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

我孫子市附属機関設置条例（令和元年条例第１７号）の一部を次のように改  

正する。 

 

改正後  改正前  

別表（第２条関係）  別表（第２条関係）  

執行

機関 

附属

機関 

担任する事務  委

員

の

定

数 

委員

の任

期  

略  

教育

委員

会 

略 

 

 

我孫

子市

五本

松運

動広

場整

備事

業者

選定

委員

会 

我孫子市五本

松運動広場整

備事業者の選

定その他我孫

子市五本松運

動広場整備事

業に関し必要

な事項につい

て調査審議す

ること。 

5人

以

内 

調査

審議

が終

了す

る日

まで  

 

執行

機関  

附属

機関  

担任する事務  委

員

の

定

数 

委員

の任

期 

略  

教育

委員

会  

略  

 

備考 略 備考 略 
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附 則 

（施行期日） 

１  この条例は、公布の日から施行する。  

（我孫子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正） 

２  我孫子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭３１年条例第１６号）の一部を次のように改正する。  

改正後  改正前  

別表第１（第２条関係）  別表第１（第２条関係）  

(1)の表 略 (1)の表 略  

(2) 附属機関の委員等  (2) 附属機関の委員等  

区分 報酬の額  

略  

五本松運動広場

整備事業者選定

委員会委員 

日額  9,000円 

 

区分 報酬の額  

略  
 

(3)の表及び(4)の表 略 (3)の表及び(4)の表 略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ 
 

議案第２号 

 

 

 

我孫子市鳥の博物館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について  

 

 

我孫子市鳥の博物館条例施行規則の一部を改正する規則を次のように制定す

る。  

 

 

 

令和６年７月２５日提出  

 

 

 

 

                   我孫子市教育委員会     

 

  ○○○○              教育長 丸  智 彦  

 

 

 

 

 

 

提案理由  

開館時間のうち、入館できる時間を新たに規定するため、提案するものです。 

 

 



 

５ 
 

我孫子市鳥の博物館条例施行規則の一部を改正する規則  

 

我孫子市鳥の博物館条例施行規則（平成元年教育委員会規則第６号）の一部

を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（開館時間）  （開館時間）  

第３条  博物館の開館時間は、午前９

時30分から午後４時30分までとす

る。ただし、入館は、午後４時まで

とする。 

第３条  博物館の開館時間は、午前９

時30分から午後４時30分までとす

る。 

２ 略 ２ 略  

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

６ 
 

議案第３号 

 

 

 

我孫子市白樺文学館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則の制定について  

 

 

我孫子市白樺文学館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する

規則を次のように制定する。  

 

 

 

令和６年７月２５日提出  

 

 

 

 

                   我孫子市教育委員会     

 

  ○○○○              教育長 丸  智 彦  

 

 

 

 

提案理由  

開館時間を早め、入館できる時間を新たに規定するとともに、条文を整備する

ため、提案するものです。 

 



 

７ 
 

我孫子市白樺文学館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正

する規則 

 

我孫子市白樺文学館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成２１年教育

委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後  改正前  

（開館時間）  （開館時間）  

第３条  白樺文学館の開館時間は、午

前９時から午後４時30分までとす

る。ただし、入館は、午後４時まで

とする。 

第３条  白樺文学館の開館時間は、午

前９時 30分から午後４時 30分までと

する。ただし、教育委員会が必要が

あると認めるときは、これを変更す

ることができる。 

２  前項の規定にかかわらず、教育委

員会が必要と認めるときは、開館時

間を変更することができる。 

 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。  

 

 


